
















J
A
バ
ン
ク
の
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
ご
利
用
の
皆
様
へ

8

J
A
バ
ン
ク
で
も
「
自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
り
、

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
免
除
・
減
額
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
)債
務
の
免
除
等
に
は
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
や
ロ
ー
ン
の
借
入
先
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
簡
易
裁
判
所
の
特
定
調
停
手
続
き
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

上
記
制
度
の
ご
利
用
の
他
、J
A
バ
ン
ク
で
は
各
種
ロ
ー
ン
等
の

ご
相
談
を
随
時
お
受
付
し
て
お
り
ま
す
。

新
た
な
資
金
の
ご
利
用
に
つ
い
て
も
J
A
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
成
２９
年
１
月
１
日
現
在

お
近
く
の
J
A
バ
ン
ク
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
注
）平
成
2
8
年
４
月
1
4
日
に
、熊
本
県
内
に
住
所
等
を
有
し
て
い
た
方
が
対
象
で
す
。

国
の
補
助
に
よ
り
弁
護
士
等
の「
登
録
支
援

専
門
家
」に
よ
る
手
続
支
援
を
無
料
で
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

破
産
等
の
手
続
と
は
異
な
り
、債
務
整
理
を
し
た
こ
と

は
、個
人
信
用
情
報
と
し
て
登
録
さ
れ
な
い
た
め
、そ

の
後
の
新
た
な
借
入
れ
に
影
響
が
及
び
ま
せ
ん
。

特
定
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
も
法
令
上
の
手
当
(注
)

に
よ
り
無
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

義
援
金
等
に
加
え
、財
産
の
一
部
を
、ロ
ー
ン
の
支
払
い

に
充
て
ず
に
、 手
元
に
残
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）具
体
的
に
は
被
災
状
況
、生
活
状
況
な
ど
の
個
別
事
情
に
よ
り
ま
す
。

〈
JA
バ
ン
ク
熊
本
H
P
ア
ド
レ
ス
〉：
h
tt
p
:/
/k
u
m
am
o
to
.j
ab
an
k.
o
rg
/

農
林
中
央
金
庫
 
熊
本
支
店
 

●
電
話
で
の
熊
本
地
震
に
関
す
る
相
談
・
情
報
提
供

●
各
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
で
の
熊
本
地
震
に
関
す
る
無
料
面
談
相
談
  予
約
電
話
番
号
☎

■
そ
の
他
ご
相
談
先
《
熊
本
県
弁
護
士
会
》
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時
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平
日
10
時
～
1
6
時
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（
平
日
9：
0
0
～
1
7：
0
0
）


